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キヰ資

韓
国
公
正
取
引
委
員
会
に
お
け
る
審
決
構
造
と
手
続
に
つ
い
て
の
改
善
方
案

I 

序
論

韓
国
に
お
い
て
公
正
取
引
委
員
会
は
、
「
独
占
規
制
及
び
公
正
取
引
に

関
す
る
法
律
」
(
以
下
「
独
占
規
制
法
」
と
い
う
。
)
の
目
的
を
達
成
す
る

た
め
に
設
置
さ
れ
た
行
政
機
関
で
あ
る
と
同
時
に
、
違
反
行
為
に
つ
い
て
、

そ
の
事
実
関
係
を
調
査
し
、
法
令
の
解
釈
・
適
用
、
す
な
わ
ち
審
決
を
通

じ
て
違
反
状
態
を
排
除
す
る
準
司
法
機
関
で
も
あ
る
。

し
か
し
、
公
正
取
引
委
員
会
が
い
く
ら
専
門
的
判
断
を
行
う
準
司
法
的

翻
訳

申中

山
絃
武

憲允

行
政
機
関
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
が
行
う
審
決
が
常
に
正
し
い
と
み
る

(I) 

こ
と
は
で
き
ず
、
通
常
行
政
上
の
強
制
処
分
の
形
式
で
も
っ
て
、
被
審
人

(
事
業
者
側
)
に
不
利
益
な
結
果
が
も
た
ら
さ
れ
る
点
を
勘
案
す
る
な
ら

ば
、
可
能
な
限
り
、
審
決
の
公
正
性
及
び
客
観
性
を
担
保
す
る
こ
と
の
で

き
る
審
決
構
造
と
手
続
が
具
備
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
た
め
に

は
、
何
よ
り
も
独
占
規
制
法
に
違
反
す
る
か
否
か
を
争
う
過
程
に
お
い
て
、

当
事
者
及
び
利
害
関
係
人
の
意
見
が
十
分
に
開
陳
さ
れ
る
よ
う
司
法
手
続

に
準
じ
た
正
当
な
審
決
構
造
が
整
え
ら
れ
、
審
決
を
担
当
す
る
者
が
専
門
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的
知
識
を
有
し
、
独
立
し
た
地
位
で
違
反
事
実
の
有
無
を
確
認
し
、
法
令

を
解
釈
・
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
す
べ
て
の
審
決
過

程
が
合
理
的
な
証
拠
法
則
と
適
正
な
手
続
に
従
つ
て
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

東アジア文化と近代法(15)

一
方
、
公
正
取
引
委
員
会
は
、
基
本
的
に
は
行
政
機
関
に
属
す
る
の
で
、

行
政
法
上
、
そ
の
組
織
と
手
続
の
構
成
原
理
面
に
お
い
て
、
裁
判
所
と
は

異
な
る
。
公
正
取
引
委
員
会
の
審
決
手
続
が
い
か
に
準
司
法
手
続
で
あ
る

と
は
一
言
え
、
基
本
的
に
は
行
政
処
分
の
事
前
手
続
と
し
て
の
性
格
を
帯
び

て
い
る
の
で
、
通
常
裁
判
所
に
お
い
て
行
う
司
法
手
続
と
は
、
区
分
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
公
正
取
引
委
員
会
の
審
決
が
行
政

処
分
と
し
て
の
基
本
的
性
格
を
有
し
な
が
ら
も
、
い
か
に
事
案
に
つ
い
て

の
公
古
凡
な
判
断
と
当
事
者
及
び
利
害
関
係
人
の
権
利
保
護
の
要
請
を
参
酌

し
て
、
適
正
な
審
決
構
造
と
手
続
を
形
成
し
て
い
く
か
が
重
要
で
あ
る
と

言
え
る
。

こ
の
よ
う
な
要
請
を
勘
案
し
、
今
日
、
各
国
で
は
、
対
審
構
造
を
採
る

事
実
審
型
の
行
政
審
判
制
度
を
導
入
し
て
、
意
思
決
定
自
体
を
司
法
化
し

た
り
、
調
査
か
ら
行
政
処
分
に
い
た
る
ま
で
、
事
前
手
続
と
し
て
、
被
審

人
に
告
知
と
聴
聞
の
機
会
を
十
分
に
付
与
す
る
等
、
適
正
な
審
決
構
造
と

手
続
の
保
障
の
た
め
の
制
度
的
装
置
を
備
え
て
い
る
。
ま
た
、
証
拠
の
収

集
と
採
用
に
お
い
て
、
民
事
訴
訟
法
及
び
刑
事
訴
訟
法
を
準
用
し
、
ま
た
、

そ
の
審
決
に
不
服
が
あ
る
者
の
た
め
に
、
異
議
申
立
及
び
不
服
の
訴
を
提

起
し
得
る
よ
う
に
し
て
い
る
。

以
下
に
お
い
て
は
、
韓
国
の
現
行
「
独
占
規
制
法
」
及
び
「
公
正
取
引

委
員
会
会
議
運
営
及
び
事
件
手
続
等
に
関
す
る
規
則
」
(
以
下
「
手
続
規

則
」
と
い
う
。
)
に
お
い
て
み
ら
れ
る
公
正
取
引
委
員
会
の
審
決
構
造
と

手
続
の
特
性
を
概
観
し
、
そ
の
問
題
点
及
び
改
善
方
案
に
つ
い
て
、
み
て

い
く
こ
と
と
す
る
。

E 

審
決
構
造
と
手
続
の
特
徴

糾
問
主
義
構
造

一
般
に
、
訴
訟
構
造
上
、
訴
追
機
関
と
裁
判
機
関
を
統
合
又
は
分
離
す

る
か
否
か
に
よ
り
、
糾
問
主
義
と
弾
劾
主
義
と
に
区
分
さ
れ
る
。
糾
問
主

義
の
下
に
お
い
て
は
、
同
一
の
機
関
が
訴
追
と
裁
判
を
担
当
す
る
こ
と
と

な
り
、
弾
劾
主
義
の
下
に
お
い
て
は
、
訴
追
機
関
と
裁
判
機
関
が
分
離
さ

れ
、
訴
追
機
関
の
訴
追
が
あ
る
場
合
に
の
み
、
裁
判
が
開
始
さ
れ
る
。
糾

問
主
義
構
造
を
採
る
場
合
、
一
つ
の
機
関
に
よ
り
政
策
の
統
一
的
遂
行
と

効
率
的
執
行
が
可
能
と
な
る
の
に
対
し
、
弾
劾
主
義
の
下
で
は
、
司
法
的

公
正
性
を
確
保
し
得
る
と
い
う
長
所
が
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
現
行
の
公
正
取
引
委
員
会
制
度
で
は
、
捜
査
及
び
訴
追
機

1 
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イ
も
，

中
京

T

能
と
審
決
機
能
が
す
べ
て
公
正
取
引
委
員
会
に
統
合
さ
れ
た
糾
問
主
義
構

造
を
採
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
公
正
取
引
委
員
会
は
、
法
違
反
事
件
に

(2) 

つ
い
て
職
権
で
調
査
を
行
い
、
違
反
の
疑
い
が
あ
る
事
業
者
(
被
審
人
)

を
相
手
方
と
し
て
、
訴
追
す
る
か
否
か
を
自
ら
決
定
す
る
と
同
時
に
、
訴

追
さ
れ
た
事
業
に
つ
い
て
、
違
法
事
実
の
認
定
及
び
法
の
適
用
・
解
釈
を

す
べ
て
決
定
(
審
決
)
す
る
審
判
者
の
性
格
を
帯
び
て
い
る
。
こ
の
点
に

お
い
て
、
今
日
、
裁
判
所
に
お
け
る
訴
訟
手
続
が
弾
劾
訴
訟
、
す
な
わ
ち

裁
判
所
が
独
立
し
た
第
三
者
の
立
場
で
、
原
告
と
被
告
と
の
争
い
を
裁
判

す
る
構
造
を
採
っ
て
い
る
の
と
は
、
基
本
的
に
異
な
る
。

こ
の
よ
う
に
、
公
正
取
引
委
員
会
の
審
決
手
続
が
弾
劾
主
義
を
止
揚
し
、

糾
問
主
義
を
採
っ
て
い
る
の
は
、
公
正
取
引
委
員
会
が
一
面
で
は
自
ら
規

制
す
る
分
野
に
つ
い
て
専
門
的
知
識
と
経
験
及
び
必
要
な
情
報
を
有
し
て

い
る
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
、
市
場
に
お
け
る
公
正
か
つ
自
由
な
競
争
秩
序

の
促
進
と
い
う
独
占
規
制
法
上
の
公
益
目
的
を
実
現
す
る
た
め
の
訴
追
者

と
し
て
適
切
で
あ
っ
て
、
更
に
は
、
競
争
政
策
を
迅
速
か
つ
統
一
的
に
遂

行
す
る
た
め
に
、
審
判
者
と
し
て
審
決
を
行
う
こ
と
が
効
率
的
で
あ
る
と

み
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

n 

2 

三
面
的
対
審
構
造

一
般
に
、
独
占
規
制
法
違
反
事
件
に
つ
い
て
の
審
決
構
造
は
、
大
陸
式

モ
デ
ル
と
米
国
式
モ
デ
ル
と
に
区
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

大
陸
式
モ
デ
ル
の
場
合
、
政
府
組
織
上
の
行
政
官
庁
が
調
査
し
て
か
ら

行
政
処
分
を
す
る
ま
で
、
行
政
庁
と
私
人
が
直
接
対
峠
す
る
こ
面
構
造
が

採
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
モ
デ
ル
の
場
合
、
行
政
機
関
で
あ
る
競
争
当
局
が
、

独
占
規
制
法
違
反
行
為
に
つ
い
て
の
行
政
制
裁
手
続
の
一
環
と
し
て
、
職

権
に
よ
り
違
反
事
項
の
調
査
を
開
始
し
、
証
拠
の
調
査
を
行
い
、
こ
の
過

程
に
お
い
て
、
特
別
の
事
情
が
な
い
限
り
、
調
査
結
果
の
ま
ま
、
行
政
処

分
が
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
過
程
に
お
い
て
は
、
一
般
的
行
政
手

続
と
同
様
に
、
行
政
処
分
の
事
前
手
続
で
あ
る
告
知
と
聴
聞
の
機
会
が
与

え
ら
れ
る
。
特
に
、
公
正
取
引
事
件
の
場
合
に
は
、
経
済
活
動
に
極
め
て

大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
と
な
る
点
を
勘
案
し
て
、
聴
聞
過
程
に
お
い

て
、
よ
り
十
分
か
つ
慎
重
な
手
続
的
保
証
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に

対
し
て
、
米
図
式
モ
デ
ル
の
場
合
、
通
常
専
門
性
を
有
し
行
政
を
処
理
す

る
独
立
し
た
行
政
委
員
会
を
設
置
し
、
行
政
審
判
と
い
う
準
司
法
的
手
続

を
通
じ
て
、
違
反
行
為
に
対
す
る
行
政
処
分
を
行
う
。
す
な
わ
ち
、
連
邦

取
引
委
員
会
所
属
の
審
査
官
と
被
審
人
が
互
い
に
対
峠
す
る
対
審
構
造
の

中
で
、
聴
聞
が
進
め
ら
れ
、
当
事
者
間
の
立
証
活
動
を
通
じ
て
、
法
に
違

反
す
る
か
否
か
を
め
ぐ
る
攻
撃
・
防
御
が
行
わ
れ
て
、
中
立
的
な
審
判
官

が
そ
の
過
程
で
認
定
さ
れ
る
事
実
関
係
に
つ
い
て
法
令
を
解
釈
・
適
用
し

(3) 

審
判
を
下
す
三
面
構
造
が
採
ら
れ
て
い
る
。
結
局
、
大
陸
式
モ
デ
ル
で
は
、

jヒjよ54(6-194)2206



東アジア文化と近代法(15)

「
行
政
手
続
の
司
法
化
」
に
、
そ
の
重
点
が
お
か
れ
て
い
る
の
に
対
し
、

米
図
式
モ
デ
ル
は
、
「
行
政
機
関
の
構
造
自
体
の
司
法
化
」
を
特
徴
と
し

て
い
る
。

現
在
、
韓
国
公
正
取
引
委
員
会
は
、
国
務
総
理
の
所
属
の
下
に
設
置
さ

れ
て
い
る
合
議
制
の
行
政
機
関
で
あ
っ
て
、
そ
の
審
決
構
造
は
、
全
員
会

議
又
は
小
会
議
の
議
長
が
審
判
者
と
し
て
審
決
を
主
宰
し
、
八
ム
正
取
引
委

(
4
)
 

員
会
所
属
の
審
査
官
と
被
審
人
間
で
当
事
者
と
し
て
対
審
構
造
を
採
る
こ

と
に
よ
り
、
全
体
と
し
て
み
れ
ば
、
三
面
的
構
造
を
帯
び
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、
審
査
官
は
、
公
正
取
引
委
員
会
事
務
処
長
か
ら
事
件
の
配
当
を
受

け
、
調
査
及
び
事
前
審
査
を
行
い
、
独
占
規
制
法
に
規
定
す
る
各
種
調
査

権
限
を
有
し
て
調
査
業
務
を
行
う
。
審
査
官
は
、
審
査
結
果
に
基
づ
き
、

一
定
の
事
項
を
記
載
し
た
審
査
報
告
書
を
各
会
議
に
提
出
し
、
こ
れ
と
同

時
に
、
被
審
人
に
対
し
て
も
審
査
報
告
書
を
送
付
し
、
相
当
の
期
間
を
定

め
て
、
こ
れ
に
対
す
る
意
見
を
文
書
に
よ
り
提
出
す
る
こ
と
を
通
知
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
(
手
続
規
則
第
二
八
条
)
。
審
査
報
告
書
の
提
出
を
受

け
た
場
合
、
全
員
会
議
の
議
長
は
、
常
任
委
員
一
名
を
当
該
事
件
の
主
審

委
員
に
指
定
し
、
指
定
さ
れ
た
主
審
委
員
は
、
事
件
の
審
議
付
議
の
可
能

性
を
検
討
し
、
不
十
分
な
点
を
認
め
た
と
き
は
、
担
当
審
査
官
に
補
完
す

る
よ
う
指
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
(
手
続
規
則
第
三

O
条)。

(
5
)
 

各
会
議
に
は
、
当
該
事
件
の
審
査
官
と
被
審
人
が
出
席
し
て
、
議
長
の

認
定
審
問
、
審
査
官
に
よ
る
審
査
結
果
の
要
旨
の
陳
述
及
び
被
審
人
の
意

見
陳
述
等
の
冒
頭
手
続
が
進
め
ら
れ
る
。
各
委
員
に
は
、
釈
明
権
及
び
質

問
権
が
認
め
ら
れ
、
審
査
官
及
び
被
審
人
に
陳
述
機
会
を
与
え
る
等
、
裁

判
所
に
お
け
る
裁
判
と
類
似
し
た
準
司
法
的
構
造
と
手
続
に
よ
り
進
め
ら

れ
る
(
手
続
規
則
第
三
四
条
か
ら
第
三
九
条
ま
で
)
。
各
会
議
は
、
審
議

終
結
後
、
警
告
、
是
正
勧
告
、
是
正
命
令
、
課
徴
金
納
付
命
令
等
を
議
決

す
る
(
手
続
規
則
第
五
O
条
か
ら
第
五
二
条
ま
で
)
。

皿

審
決
構
造
と
手
続
の
問
題
点

審
決
の
公
正
性

現
行
独
占
規
制
法
及
び
手
続
規
則
が
定
め
る
審
決
構
造
と
手
続
に
お
い

て
は
、
一
般
的
な
行
政
手
続
と
異
な
り
、
対
審
構
造
型
の
争
訟
的
聴
聞
手

続
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
更
に
、
公
正
取
引
委
員
会
の
審
決
の
専
門
的
判

断
を
尊
重
し
、
こ
れ
に
対
す
る
不
服
の
訴
の
提
起
を
ソ
ウ
ル
高
等
裁
判
所

の
専
属
管
轄
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
公
正
取
引
委
員
会
の
審
決
に
つ
い
て
、

事
実
上
第
一
審
判
決
と
同
じ
地
位
を
認
め
る
等
準
司
法
手
続
と
し
て
の
性

格
が
強
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
公
正
取
引
委
員
会
の
審

決
は
、
裁
判
所
の
判
決
で
は
で
き
な
い
よ
う
な
公
正
か
つ
偏
頗
の
な
い
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

I 
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現
行
手
続
規
則
で
は
、
形
式
的
に
は
、
審
判
廷
に
お
い
て
審
査
官
及
び

違
反
の
疑
い
を
受
け
た
被
審
人
で
あ
る
事
業
者
が
互
い
に
対
峠
す
る
対
審

構
造
の
様
相
を
呈
し
、
委
員
は
、
あ
た
か
も
独
立
し
て
審
決
を
主
宰
す
る

か
の
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
、
全
員
会
議
の
議
長
か
ら
当
該
事
件
の
主

審
委
員
に
指
定
さ
れ
た
委
員
は
、
事
件
の
審
議
附
議
の
可
能
性
の
有
無
を

事
前
に
検
討
し
、
不
十
分
な
点
を
認
め
た
と
き
は
、
担
当
審
査
官
に
補
完

す
る
よ
う
指
示
し
得
る
こ
と
に
よ
り
(
手
続
規
則
第
三
一

O
条
第
二
項
)
、

や
や
も
す
れ
ば
、
委
員
会
の
審
決
に
先
入
観
を
提
供
し
、
独
善
的
判
断
を

も
た
ら
す
結
果
と
な
り
か
ね
な
い
。
す
な
わ
ち
、
既
に
事
業
者
の
違
反
の

疑
い
に
つ
い
て
予
断
を
持
ち
、
審
決
の
公
正
性
に
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ

が
あ
る
。

資

こ
の
よ
う
な
問
題
は
、
公
正
取
引
委
員
会
が
訴
追
機
能
及
び
審
決
機
能

の
す
べ
て
を
有
す
る
糾
問
主
義
と
し
て
の
構
造
を
維
持
す
る
限
り
、
不
可

避
の
結
果
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
実
際
に
審
決
の
一
方
当

事
者
と
し
て
の
審
査
官
に
対
し
て
そ
の
調
査
・
訴
追
を
指
揮
・
監
督
し
、

一
応
疑
い
が
明
ら
か
で
あ
る
と
の
心
証
を
得
て
い
る
委
員
会
が
、
審
決
手

続
を
主
宰
す
る
限
り
、
傾
向
的
に
無
罪
の
審
決
を
期
待
す
る
こ
と
は
難
し

く
、
た
と
え
、
当
該
審
理
が
客
観
的
に
は
適
正
妥
当
に
進
行
さ
れ
た
と
し

て
も
、
そ
の
審
決
の
公
正
性
に
対
す
る
信
頼
を
確
保
す
る
の
は
困
難
で
あ

る
と
の
批
判
が
提
起
さ
れ
得
る
。

一
方
、
現
在
、
公
正
取
引
委
員
会
の
構
成
に
お
い
て
、
民
間
専
門
家
の

活
用
の
た
め
に
、
委
員
長
一
名
及
び
副
委
員
長
一
名
を
含
む
九
名
の
委
員

の
う
ち
四
名
を
非
常
任
委
員
(
弁
護
士
、
教
授
等
)
と
し
て
任
命
し
て
い

る
(
法
第
三
七
条
第
一
項
)
。
し
か
し
、
本
来
の
も
の
と
異
な
る
専
門
職

業
を
も
っ
非
常
任
委
員
を
し
て
、
審
決
業
務
に
専
念
さ
す
こ
と
を
期
待
す

る
に
は
、
限
界
が
あ
り
、
審
議
件
数
が
継
続
し
て
増
加
し
、
審
決
事
案
が

よ
り
複
雑
・
多
様
化
し
て
い
く
趨
勢
に
鑑
み
る
と
き
、
彼
ら
の
頻
繁
な
会

議
へ
の
出
席
と
審
議
へ
の
専
念
は
、
困
難
な
状
況
に
あ
り
、
場
合
に
よ
っ

て
は
、
審
議
関
係
の
内
部
情
報
が
漏
洩
す
る
可
能
性
さ
え
も
看
過
す
る
こ

(6) 

と
は
で
き
な
い
。

北法54(6・196)2208

審
決
の
独
立
性

審
決
の
独
立
性
を
確
保
す
る
た
め
に
は
、
何
よ
り
も
審
決
を
担
当
す
る

者
の
身
分
保
障
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
現
行
独
占
規

制
法
上
、
審
決
を
担
当
す
る
委
員
の
任
期
が
三
年
と
な
っ
て
お
り
、
一
回

に
限
り
再
任
し
得
る
と
限
定
す
る
こ
と
に
よ
り
(
法
第
三
九
条
)
、
審
決

業
務
を
最
大
限
六
年
以
上
担
当
し
得
な
い
よ
う
に
制
限
さ
れ
て
い
る
こ
と

は
、
今
日
、
審
決
の
専
門
性
を
高
め
る
要
請
に
逆
行
す
る
こ
と
は
勿
論
、

い
か
な
る
形
態
で
あ
れ
、
審
決
に
影
響
を
及
ぼ
す
可
能
性
も
排
除
す
る
こ

(7) 

と
が
で
き
な
い
。
更
に
、
こ
れ
は
、
独
占
禁
止
委
員
会
又
は
連
邦
取
引
委

2 
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員
会
委
員
の
任
期
を
五
年
又
は
七
年
と
し
、
更
に
一
回
の
再
任
と
い
う
制

(8) 

限
規
定
を
お
い
て
い
な
い
外
国
の
立
法
例
に
照
ら
す
な
ら
ば
、
合
理
的
根

拠
を
見
い
だ
す
こ
と
は
困
難
で
あ
り
不
必
要
な
制
限
で
あ
る
と
指
摘
し
得

な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

特
に
、
審
決
の
独
立
性
と
い
う
側
面
か
ら
み
れ
ば
、
公
正
取
引
委
員
会

内
部
に
お
い
て
、
元
来
訴
追
機
能
を
担
当
す
る
審
査
官
と
審
決
機
能
を
担

当
す
る
委
員
の
間
で
は
、
人
事
上
そ
の
職
能
を
分
離
し
運
営
す
る
こ
と
が

望
ま
し
い
。
現
在
、
常
任
委
員
は
、
一
級
相
当
の
別
定
職
国
家
公
務
員
に

補
す
る
こ
と
に
よ
り
、
委
員
の
任
命
が
事
務
処
所
属
の
二
級
公
務
員
か
ら

の
昇
進
と
い
う
程
度
の
意
味
に
受
け
取
ら
れ
て
い
る
の
が
実
情
で
あ
る
。

こ
の
ほ
か
、
委
員
の
身
分
保
障
の
た
め
に
、
禁
鋼
以
上
の
刑
の
宣
告
を
受

け
た
場
合
及
、
び
長
期
間
の
心
身
衰
弱
に
よ
り
職
務
を
遂
行
す
る
こ
と
が
で

き
な
く
な
っ
た
場
合
を
除
き
、
そ
の
意
思
に
反
し
て
免
職
さ
れ
な
い
こ
と

と
規
定
さ
れ
て
い
る
が
(
法
第
四
O
条
)
、
実
際
に
自
ら
の
意
思
に
反
し

て
任
期
を
全
う
し
得
ず
に
退
職
し
た
事
例
も
散
見
さ
れ
て
お
り
、
審
決
の

独
立
性
確
保
に
否
定
的
な
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
。

町

改
善
方
案
の
検
討

1 

調
査
・
訴
追
機
能
と
審
決
機
能
の
分
離

川
担
当
機
関
自
体
を
分
離
す
る
方
案

訴
追
機
能
と
審
決
機
能
の
分
離
の
た
め
に
検
討
し
得
る
方
案
と
し
て
、

大
き
く
分
け
て
、
①
二
つ
の
機
能
を
別
個
の
独
立
し
た
国
家
機
関
が
担
当

す
る
よ
う
に
、
機
関
自
体
を
分
離
す
る
方
案
と
、
②
同
一
の
機
関
が
二
つ

の
機
能
を
担
当
す
る
に
し
て
も
、
内
部
組
織
上
の
職
能
を
分
離
す
る
方
案

と
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

①
の
方
案
に
は
、
更
に
二
種
類
の
具
体
的
方
案
が
考
え
ら
れ
得
る
。
そ

の
一
つ
と
し
て
、
現
在
の
公
正
取
引
委
員
会
を
調
査
・
訴
追
権
限
の
み
を

有
す
る
一
般
行
政
官
庁
に
転
換
し
、
現
在
の
審
決
手
続
に
該
当
す
る
部
分

(9) 

は
、
特
別
裁
判
所
に
移
管
し
て
審
理
さ
せ
る
よ
う
に
す
る
方
案
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
れ
と
類
似
す
る
方
案
と
し
て
、
裁
判
所
の
代
り
に
、
別
途
に
設

(ω)(日
)

置
し
た
審
判
所
に
お
い
て
審
決
を
担
当
さ
せ
る
よ
う
に
し
、
こ
れ
に
不
服

の
あ
る
者
に
は
、
他
の
行
政
処
分
に
お
け
る
と
同
様
、
司
法
機
関
の
再
審

査
を
許
す
方
案
が
考
え
ら
れ
得
る
。
し
か
し
、
競
争
政
策
を
策
定
し
執
行

す
る
行
政
機
関
が
違
反
事
件
の
処
理
の
み
を
分
離
し
て
裁
判
所
に
訴
追
す

る
よ
う
に
す
る
場
合
、
迅
速
か
つ
統
一
的
な
競
争
政
策
の
運
用
が
困
難
と

な
る
。
ま
た
、
特
殊
な
行
政
分
野
に
お
け
る
事
実
認
定
の
問
題
に
関
す
る

限
り
、
裁
判
所
の
判
断
よ
り
、
専
門
的
知
識
・
経
験
が
豊
富
な
行
政
庁
の

判
断
が
よ
り
信
頼
で
き
る
と
い
う
今
日
の
一
般
的
認
識
と
も
背
馳
す
る
結

果
と
な
る
。

北法54(6・197)2209
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こ
れ
と
反
対
に
、
現
在
の
公
正
取
引
委
員
会
の
調
査
・
訴
追
機
能
を
分

離
し
、
行
政
機
関
で
あ
る
公
正
取
引
庁
と
し
て
独
立
さ
せ
、
公
正
取
引
委

員
会
は
、
む
し
ろ
審
決
機
能
の
み
を
維
持
し
、
公
正
取
引
庁
の
行
政
処
分

(
決
定
)
に
対
す
る
異
議
申
立
事
項
に
つ
い
て
審
決
す
る
よ
う
に
す
る
方

案
を
検
討
し
て
み
る
こ
と
も
で
き
る
。
こ
の
制
度
を
採
っ
て
い
る
代
表
的

(

は

)

(

日

)

(

M

)

な
国
と
し
て
は
、
英
国
、
ベ
ル
ギ
ー
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
等
を
挙
げ
る
こ
と

が
で
き
る
。
し
か
し
、
行
政
委
員
会
が
特
定
の
行
政
分
野
に
お
け
る
専
門

技
術
的
機
関
と
し
て
積
極
的
に
規
制
活
動
を
行
う
こ
と
を
目
的
に
し
て
設

置
さ
れ
た
点
を
勘
案
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
本
来
の
特
色
を
喪
失
す
る
こ
と

と
な
り
、
望
ま
し
く
な
い
。

資

凶
職
能
を
分
離
す
る
方
案

こ
の
方
案
は
、
統
一
的
か
っ
一
貫
し
た
競
争
政
策
を
運
用
す
る
た
め
に
、

現
在
の
よ
う
に
、
公
正
取
引
委
員
会
に
調
査
・
訴
追
機
能
と
審
決
機
能
に

つ
い
て
現
行
の
ま
ま
存
続
さ
せ
、
内
部
の
職
能
を
厳
格
に
分
離
す
る
方
案

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
違
反
行
為
の
調
査
及
、
ぴ
訴
追
を
担
当
す
る
者
と
し

て
審
査
官
と
、
審
決
を
担
当
す
る
者
と
し
て
審
判
官
の
制
度
を
備
え
、
審

判
官
は
、
独
立
す
る
と
同
時
に
、
適
正
手
続
の
要
請
に
従
い
審
決
を
担
当

す
る
方
案
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
審
判
官
は
、
司
法
的
手
続
と
行
政
的

作
用
を
架
橋
す
る
役
割
を
担
当
す
る
こ
と
と
な
り
、
行
政
庁
に
お
け
る
補

助
機
関
と
同
様
、
審
決
に
つ
い
て
実
質
的
責
任
を
負
う
こ
と
と
な
る
。

こ
の
方
案
を
採
る
米
国
の
場
合
、
行
政
機
関
の
司
法
化
の
一
環
と
し
て
、

連
邦
取
引
委
員
会
が
調
査
・
訴
追
機
能
と
審
決
機
能
を
す
べ
て
有
し
て
お

り
、
対
立
当
事
者
構
造
の
中
で
、
訴
追
者
と
し
て
の
審
査
官
と
そ
の
相
手

方
で
あ
る
被
審
人
が
対
峠
し
て
立
証
活
動
を
行
い
、
中
立
的
地
位
に
あ
る

行
政
審
判
官
(
注
目
吋

H
Z
E
E
-
g
C宅
』
巴
身
内
)
が
聴
聞
を
主
宰
し
つ
つ
、

そ
の
過
程
で
得
た
情
報
に
基
づ
き
、
第
一
次
決
定

(
E
E
E
2
5
2
)
を

下
し
て
い
る
。
こ
こ
に
お
い
て
連
邦
取
引
委
員
会
内
部
で
は
、
事
件
調
査

及
び
起
訴
を
担
当
す
る
原
告
の
役
割
を
担
う
審
査
官
と
、
行
政
審
判
を
管

掌
す
る
行
政
審
判
官
の
厳
格
な
独
立
性
の
維
持
を
通
じ
て
、
行
政
審
判
過

程
に
お
い
て
種
々
提
起
さ
れ
る
審
判
官
の
中
立
性
・
公
正
性
の
欠
如
に
対

(
日
)

す
る
是
非
の
問
題
に
効
果
的
に
対
応
し
て
い
る
。
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同

私

見

現
行
公
正
取
引
委
員
会
制
度
は
、
当
初
、
米
国
式
の
独
立
し
た
行
政
委

員
会
制
度
に
基
礎
を
お
く
も
の
と
し
て
、
審
査
機
能
と
審
決
機
能
の
一
元

的
運
営
を
、
そ
の
特
徴
と
し
て
い
た
。

米
国
の
場
合
、
事
件
の
調
査
か
ら
審
査
・
訴
追
・
審
決
に
い
た
る
す
べ

て
の
過
程
を
、
連
邦
取
引
委
員
会
が
一
括
し
て
担
当
す
る
よ
う
に
し
た
こ

と
は
、
「
何
人
も
自
ら
の
裁
判
に
お
い
て
裁
判
官
た
り
得
ず
」
と
す
る
英
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米
法
上
の
伝
統
的
法
原
則
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
中
立
的
か
つ
客
観
的
に
審

判
を
担
当
す
る
審
判
官
制
度
が
確
立
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
こ
れ
を

基
礎
と
し
て
、
連
邦
取
引
委
員
会
が
認
定
し
た
事
実
が
裁
判
所
を
拘
束
す

る
実
質
的
証
拠
の
原
則
が
適
用
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
韓

国
公
正
取
引
委
員
会
の
場
合
、
審
査
機
能
と
審
決
機
能
だ
け
を
統
合
し
て

運
営
し
て
い
る
の
み
で
、
実
際
に
そ
の
審
決
の
進
行
を
主
管
し
第
一
次
決

定
を
通
じ
て
実
質
的
に
審
決
活
動
を
担
当
す
る
中
立
的
な
行
政
審
判
官
制

度
、
又
は
行
政
委
員
会
制
度
の
最
も
大
き
な
特
色
で
あ
る
と
さ
れ
る
実
質

(
凶
)

的
証
拠
の
原
則
等
行
政
委
員
会
を
充
実
し
て
運
営
す
る
た
め
の
制
度
を
導

入
し
て
は
い
な
い
。

思
う
に
、
現
行
公
正
取
引
委
員
会
又
は
米
国
連
邦
取
引
委
員
会
の
よ
う

に
、
一
の
独
立
し
た
行
政
機
関
に
調
査
・
訴
追
機
能
と
審
決
機
能
を
統
合

さ
せ
、
準
司
法
的
機
能
ま
で
遂
行
さ
せ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
は
、
法
治
国

家
的
原
理
か
ら
み
る
な
ら
ば
、
や
や
特
異
な
制
度
で
あ
る
と
み
る
こ
と
が

で
き
る
。
そ
う
で
あ
る
に
か
か
わ
ら
ず
、
競
争
政
策
の
策
定
と
独
占
規
制

法
の
効
率
的
執
行
過
程
に
お
い
て
、
専
門
的
機
関
に
よ
る
判
断
の
重
要
性

と
競
争
政
策
の
一
貫
性
維
持
の
た
め
を
勘
案
す
る
な
ら
ば
、
独
占
規
制
法

担
当
機
関
を
二
つ
に
分
散
さ
せ
る
方
案
よ
り
も
、
競
争
政
策
の
シ
ナ
ジ

l

効
果
を
確
保
す
る
た
め
、
公
正
取
引
委
員
会
に
審
査
機
能
と
審
決
機
能
を

統
合
し
現
行
の
ま
ま
維
持
さ
せ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

但
し
、
こ
れ
に
伴
う
副
作
用
と
し
て
の
審
決
の
公
正
性
と
客
観
性
へ
の

侵
害
の
お
そ
れ
を
払
拭
さ
せ
る
た
め
に
は
、
公
正
取
引
委
員
会
内
部
の
審

決
構
造
を
、
米
国
連
邦
取
引
委
員
会
と
同
じ
く
、
対
審
構
造
が
実
質
的
に

作
動
し
得
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
基
本
的

に
審
判
官
制
度
を
導
入
し
て
、
審
決
が
さ
な
が
ら
別
個
の
独
立
機
関
に
よ

り
な
さ
れ
得
る
よ
う
に
、
そ
の
組
織
体
系
を
別
途
に
運
営
し
、
審
査
官
と

の
所
属
を
異
な
ら
せ
た
り
、
衡
平
の
観
点
か
ら
審
判
開
始
後
に
お
い
て
、

特
定
事
件
に
関
し
て
指
定
さ
れ
た
審
判
官
と
当
該
事
件
の
審
判
維
持
に
関

係
す
る
審
査
官
等
が
接
触
で
き
な
い
よ
う
に
制
限
す
る
等
の
補
完
方
案
が

整
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

審
判
官
制
度
の
導
入

川
制
度
導
入
の
必
要
性

現
行
独
占
規
制
法
及
び
手
続
規
則
上
、
公
正
取
引
委
員
会
の
審
決
構
造

は
、
審
査
官
と
被
審
人
間
で
対
審
構
造
が
形
成
さ
れ
、
公
正
取
引
委
員
会

常
任
委
員
が
審
決
を
主
宰
す
る
形
は
、
少
な
く
と
も
表
面
的
に
は
、
三
面

構
造
を
実
現
し
て
い
る
。
し
か
し
、
公
正
取
引
委
員
会
職
員
か
ら
出
発
し

て
昇
進
し
た
上
位
職
公
務
員
(
一
級
相
当
)
で
あ
る
常
任
委
員
が
、
部
下

の
職
員
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
で
き
る
審
査
官
と
そ
の
相
手
方
で
あ
る
被

審
人
間
の
争
い
を
主
宰
す
る
と
い
う
形
態
は
、
た
と
え
彼
ら
が
専
門
的
知
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辛↓

識
と
経
験
を
兼
備
す
る
に
し
て
も
、
果
し
て
審
決
の
中
立
性
ま
で
保
証
さ

れ
得
る
か
に
つ
い
て
は
、
疑
問
の
余
地
が
残
っ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
審
決
過
程
に
お
い
て
は
、
形
式
的
に
は
、
裁
判
所
の
裁
判

手
続
に
お
け
る
と
同
様
に
、
対
審
構
造
を
採
っ
て
お
り
、
訴
追
者
で
あ
る

審
査
官
と
被
審
人
間
の
対
等
な
地
位
に
お
い
て
、
自
身
に
有
利
な
証
拠
の

提
示
と
陳
述
等
を
通
じ
て
、
実
態
的
真
実
を
明
ら
か
に
し
得
る
こ
と
を
期

待
す
る
こ
と
は
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
の
実
質
に
お
い
て
は
、
審
決
を
担

当
す
る
こ
と
と
な
る
主
審
委
員
が
、
既
に
審
議
附
議
の
可
能
性
の
有
無
を

検
討
し
、
審
査
報
告
書
の
不
十
分
な
点
の
補
完
を
指
示
し
得
る
こ
と
と
す

る
等
(
手
続
規
則
第
三

O
条
第
二
項
)
、
実
際
に
審
査
活
動
に
深
く
関
与

し
て
お
り
、
そ
の
過
程
で
得
る
こ
と
と
な
る
予
断
又
は
心
証
を
も
と
に
審

決
手
続
を
主
宰
す
る
場
合
、
正
し
い
審
決
を
期
待
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
み
る
な
ら
ば
、
現
行
制
度
の
下
で
、
公
正
取
引
委
員
会
は
、

合
議
制
行
政
機
関
で
あ
る
と
す
る
点
を
除
い
て
は
、
一
般
の
行
政
機
関
(
意

思
機
関
と
し
て
の
行
政
庁
)
と
同
様
の
法
的
地
位
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

そ
の
意
思
決
定
は
、
審
決
と
い
う
特
別
の
形
式
に
よ
っ
て
い
る
が
、
そ
の

内
容
は
、
違
反
者
に
対
し
て
、
作
為
又
は
不
作
為
を
命
ず
る
命
令
行
為
で

あ
り
、
典
型
的
行
政
行
為
(
行
政
処
分
)
と
大
き
く
異
な
ら
ず
に
運
営
さ

れ
て
い
る
。

資

」
の
た
め
の
具
体
的
改
善
方
案
と
し
て
考
え
ら
れ
る
も
の
は
、
審
判
官

制
度
の
導
入
で
あ
る
。
し
か
し
、
公
正
取
引
委
員
会
が
こ
の
制
度
を
導
入

し
て
、
審
査
官
と
被
審
人
間
で
対
審
構
造
が
形
成
さ
れ
、
審
判
官
が
審
決

を
主
宰
し
、
表
面
的
に
は
三
面
構
造
が
実
現
し
た
と
し
て
も
、
審
査
官
と

審
判
官
が
す
べ
て
公
正
取
引
委
員
会
の
同
一
の
組
織
体
系
に
属
し
、
事
件

の
調
査
か
ら
審
査
・
訴
追
・
審
決
に
い
た
る
す
べ
て
の
過
程
を
、
同
委
員

会
に
お
い
て
担
当
す
る
限
り
、
審
決
の
独
立
性
・
公
正
性
及
び
中
立
性
に

対
す
る
批
判
の
素
地
は
、
依
然
残
る
こ
と
と
な
る
。

し
た
が
っ
て
、
対
審
構
造
が
よ
り
実
質
的
に
機
能
し
得
る
よ
う
、
例
え

ば
、
審
判
官
を
公
正
取
引
委
員
会
の
行
政
体
系
上
の
系
線
組
織
か
ら
分
離

さ
せ
、
独
立
し
た
組
織
体
系
で
運
営
す
る
必
要
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
公

正
取
引
委
員
会
内
部
で
、
審
査
機
能
と
審
決
機
能
を
そ
れ
ぞ
れ
担
当
す
る

事
務
処
所
属
の
審
査
官
と
委
員
会
直
属
の
審
判
官
に
職
能
を
区
分
し
、
審

決
を
担
当
す
る
審
判
官
は
、
審
査
官
と
は
厳
格
に
職
能
を
分
離
す
る
こ
と

を
企
図
し
て
い
く
こ
と
が
望
ま
し
い
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
衡
平
の
観
点

か
ら
、
審
判
開
始
後
に
お
い
て
、
特
定
事
件
に
関
し
て
指
定
さ
れ
た
審
判

官
は
、
当
該
事
件
の
調
査
及
び
訴
追
を
担
当
す
る
審
査
官
等
と
個
別
に
接

触
で
き
な
い
よ
う
に
制
限
す
る
等
の
補
完
方
案
が
整
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
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ら
な
い
。

こ
れ
と
と
も
に
、
専
門
性
を
高
め
る
こ
と
の
で
き
る
方
案
と
し
て
、
産

業
別
分
類
に
従
い
法
的
に
身
分
保
障
さ
れ
た
専
門
審
判
官
が
中
立
的
立
場



東アジア文化と近代法(15)

か
ら
公
正
取
引
委
員
会
の
審
決
の
第
一
次
決
定
を
し
得
る
よ
う
に
す
る
専

門
分
野
別
審
判
官
制
度
の
導
入
を
研
究
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
場
合
、

小
会
議
制
度
を
廃
止
し
て
全
員
会
議
制
度
の
み
を
維
持
さ
せ
、
例
え
ば
、

国
民
経
済
全
体
の
次
元
か
ら
み
て
重
要
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
事
案
に
つ

い
て
の
決
定
や
審
判
官
の
一
次
決
定
に
対
す
る
異
議
申
立
が
あ
る
場
合
に

つ
い
て
の
み
、
全
員
会
議
に
お
い
て
、
こ
れ
に
対
す
る
最
終
決
定
を
担
当

す
る
よ
う
に
さ
せ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

こ
の
ほ
か
、
審
判
官
制
度
を
導
入
す
る
場
合
、
審
判
官
の
身
分
的
・
職

務
的
独
立
性
の
確
保
は
、
現
行
糾
問
主
義
審
決
構
造
の
問
題
点
を
解
消
す

る
た
め
に
不
可
避
の
要
求
と
な
る
。
勿
論
、
審
判
官
の
独
立
性
を
高
め
る

場
合
、
行
政
目
的
を
迅
速
か
つ
統
一
的
に
実
現
す
る
公
正
取
引
委
員
会
の

機
能
を
阻
害
す
る
お
そ
れ
が
な
く
は
な
い
が
、
現
実
に
生
じ
て
い
る
公
正

取
引
委
員
会
の
審
決
の
重
要
性
、
こ
れ
に
対
す
る
期
待
及
び
元
来
公
正
取

引
委
員
会
の
審
決
が
有
す
る
準
司
法
的
性
格
を
勘
案
す
る
な
ら
ば
、
必
ず

求
め
ら
れ
る
条
件
で
あ
る
と
言
え
る
。
但
し
、
審
決
の
独
立
性
・
公
正
性

の
確
立
と
い
う
本
来
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
、
具
体
的
に
審
判
官
の

地
位
と
身
分
を
い
か
に
保
証
す
る
か
、
そ
の
資
格
要
件
を
い
か
に
定
め
る

か
等
に
関
し
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

(2) 

審
判
官
の
身
分
保
障

審
判
官
制
度
を
導
入
す
る
に
し
て
も
、
公
正
か
つ
客
観
的
な
審
決
が
な

さ
れ
得
る
た
め
に
は
、
審
判
官
の
職
務
上
、
独
立
性
が
保
障
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
ず
、
そ
の
職
務
遂
行
の
独
立
性
を
実
質
的
に
保
障
す
る
た
め
に
は
、

身
分
保
障
制
度
が
確
立
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
更
に
、
糾
問
主
義
方

式
の
採
用
に
よ
り
生
じ
得
る
恋
意
的
事
実
認
定
と
法
令
の
解
釈
・
適
用
の

お
そ
れ
を
払
拭
さ
せ
る
た
め
に
は
、
米
国
の
行
政
審
判
官
(
〉
弘
司
g
E
2
5
1

(
げ
)

c
g
C者
同

E
m
m
e
〉
巴
)
制
度
や
ド
イ
ツ
の
審
決
部
(
∞
2
n
z
Z
E
E
Z
o
-
-
5巴

(
同
日
)

制
度
の
よ
う
に
、
裁
判
官
に
相
応
す
る
地
位
と
身
分
の
独
立
性
が
保
障
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
た
、
公
正
取
引
委
員
会
内
部
に
お
い
て
職
能
分
離
を
徹
底
し
て
貫
徹

す
る
た
め
に
は
、
米
国
の
よ
う
に
、
第
三
者
機
関
を
審
判
官
の
任
免
機
関

と
し
、
正
当
な
事
由
が
な
い
限
り
、
懲
戒
を
排
除
す
る
こ
と
に
よ
り
、
身

分
保
障
は
勿
論
、
職
務
上
の
独
立
性
を
保
障
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
が
、

法
曹
人
員
の
宮
♀
が
さ
ほ
ど
広
く
な
く
、
人
事
管
理
制
度
も
さ
ほ
ど
先

進
化
さ
れ
て
い
な
い
韓
国
の
現
実
に
お
い
て
は
、
長
期
的
課
題
と
し
て
残

す
ほ
か
は
な
い
。
審
判
官
制
度
の
安
定
的
運
営
の
た
め
に
は
、
現
実
的
に

は
、
二
疋
の
経
験
と
資
格
を
有
す
る
者
を
審
判
官
に
任
命
し
、
裁
判
官
に

準
じ
た
身
分
を
保
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
と
と
も
に
、
審
判
官

の
職
務
上
の
独
立
性
を
保
障
す
る
た
め
に
、
兼
任
規
制
等
に
関
し
て
法
律

又
は
規
則
を
整
備
し
、
審
判
官
室
を
公
正
取
引
委
員
会
事
務
処
と
は
別
途
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の
直
属
機
関
と
し
て
組
織
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
場
合
、
審
判
官
に
予

備
審
決
の
権
限
を
与
え
、
予
備
審
決
に
対
し
て
被
審
人
か
ら
異
議
申
立
が

な
い
場
合
及
び
公
正
取
引
委
員
会
の
会
議
に
よ
る
最
終
審
決
が
な
い
場
合

に
は
、
第
一
次
決
定
を
最
終
決
定
と
し
て
認
め
る
方
案
と
連
繋
さ
す
必
要

が
あ
る
。

午4資

同
審
判
官
の
資
格

審
決
の
独
立
性
・
公
正
性
の
確
保
及
び
{
審
判
官
に
よ
る
公
正
な
職
務
の

執
行
を
確
保
す
る
た
め
に
は
、
審
決
手
続
を
行
、
つ
に
つ
い
て
必
要
な
法
律

及
び
経
済
に
関
す
る
知
識
経
験
を
有
す
る
者
が
審
判
官
に
任
命
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
と
関
連
し
て
、
大
部
分
の
回
に
お
い
て
は
、
審
判

官
の
資
格
に
一
定
の
制
限
を
設
け
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
米
国
の
場
合
、

行
政
審
判
官
の
任
用
資
格
に
関
し
て
、
弁
護
士
と
し
て
の
法
曹
資
格
を
有

し
、
七
年
以
上
の
行
政
裁
判
又
は
行
政
審
判
の
経
験
が
あ
り
、
ま
た
、
一

定
の
試
験
に
合
格
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。
更
に
、
日
本
の
場
合
、

具
体
的
資
格
要
件
を
明
示
し
て
は
い
な
い
が
、
法
律
及
び
経
済
に
関
す
る

知
識
経
験
を
有
し
、
公
正
な
判
断
を
し
得
る
と
認
め
ら
れ
る
者
と
抽
象
的

に
規
定
さ
れ
て
お
り
、
実
務
上
任
用
慣
行
と
し
て
、
公
正
取
引
委
員
会
勤

続
二

O
年
以
上
の
課
長
経
歴
者
が
任
命
さ
れ
て
い
る
。
参
考
ま
で
に
、
ド

イ
ツ
の
場
合
に
は
、
一
の
審
決
部
に
お
い
て
審
議
を
担
当
す
る
各
部
長

と
陪
席
は
、
終
身
職
公
務
員
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
判
事
職
又
は
高
位
行

政
職
を
担
当
す
る
資
格
を
持
つ
よ
う
に
し
て
い
る
。

ま
た
、
米
国
と
ド
イ
ツ
の
場
合
、
弁
護
士
の
供
給
が
十
分
に
行
き
わ
た
っ

て
お
り
、
特
に
、
米
国
の
場
合
、
行
政
機
関
の
構
造
自
体
を
司
法
化
し
て
、

法
律
家
が
社
会
の
す
べ
て
の
分
野
に
お
い
て
活
動
し
て
い
る
の
で
、
審
判

官
資
格
要
件
と
し
て
弁
護
士
資
格
を
当
然
に
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
、
韓
国
の
場
合
、
ま
だ
専
門
的
知
識
と
経
験
を
有
す
る
法
律
家
を

確
保
す
る
の
が
困
難
で
あ
る
の
で
、
結
局
、
実
務
経
験
者
に
重
き
を
お
い

て
任
命
す
る
ほ
か
は
な
く
、
審
決
の
専
門
性
と
い
う
側
面
か
ら
み
る
な
ら

ば
、
任
命
資
格
者
に
つ
き
、
当
分
の
問
、
公
正
取
引
委
員
会
に
お
い
て
曲
豆

富
な
知
識
と
経
験
を
積
ん
だ
者
を
対
象
と
す
る
し
か
な
い
。
但
し
、
今
後

は
、
そ
の
資
格
要
件
と
し
て
、
法
律
及
び
経
済
に
関
す
る
知
識
経
験
、
在

職
期
間
等
に
つ
い
て
、
具
体
的
か
つ
明
確
な
基
準
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら

な
し
。

北法54(6・202)2214

3

対
審
構
造
の
た
め
の
基
本
法
理
の
確
立

川
基
本
法
理
の
意
義

審
決
の
訴
追
者
、
被
審
人
及
び
主
宰
者
の
三
者
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
審

決
機
構
の
下
で
、
対
審
構
造
を
効
率
的
に
運
営
す
る
た
め
に
は
、
こ
れ
ら

三
者
の
相
互
関
係
、
こ
れ
ら
三
者
と
委
員
会
事
務
局
職
員
の
相
互
関
係
及



ぴ
委
員
会
内
部
の
者
と
外
部
の
者
と
の
関
係
を
規
律
す
る
根
本
法
理
と
し

て
、
職
能
分
離
(
印
岳
民
白

2
2
。=
E
n
z
oロ
)
の
法
理
、
片
面
的
情
報
伝
達

(
何
回
目

v
E
n
o
sヨ
Z
E
E
E
Z
)
の
法
理
及
び
偏
見
守

E
)
の
法
理
が
何
よ

り
も
確
立
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
結
局
、
こ
れ
ら
三
つ
の
法
理
は
、

行
政
審
判
の
正
当
性
を
確
保
す
る
た
め
に
公
正
な
審
判
で
あ
る
と
す
る
観

点
か
ら
み
て
、
望
ま
し
く
な
い
訴
追
者
側
(
委
員
会
側
)
か
ら
の
審
判
官

に
対
す
る
影
響
を
遮
断
し
、
審
判
官
の
内
心
に
不
公
平
な
偏
見
が
形
成
さ

れ
る
の
を
防
止
し
、
既
に
偏
見
が
形
成
さ
れ
て
い
る
と
客
観
的
に
推
測
さ

れ
る
者
を
審
判
官
及
び
こ
れ
に
影
響
を
及
ぼ
し
得
る
職
能
か
ら
排
除
す
る

(
印
)

シ
ス
テ
ム
を
設
定
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。

東アジア文化と近代法(15)

凶
基
本
法
理
の
具
体
的
内
容

1
)
職
能
分
離
の
法
理

公
正
取
引
委
員
会
内
部
の
組
織
構
造
面
に
お
い
て
、
決
定
機
能
と
こ
れ

と
矛
盾
す
る
機
能
と
は
、
分
離
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
法
理
で

あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
調
査
及
び
訴
追
を
担
当
す
る
者
が
審
判
官
と
し
て

審
決
を
行
っ
た
り
、
審
判
官
が
調
査
及
び
訴
追
に
関
係
す
る
公
務
員
の
監

(
初
)

督
及
、
ぴ
指
示
に
従
っ
た
り
、
こ
れ
に
責
任
を
負
う
で
は
な
ら
な
い
。
い
ま

だ
に
、
韓
国
の
手
続
規
則
で
は
、
こ
の
よ
う
な
法
理
が
規
定
さ
れ
て
い
な

い
が
、
刑
事
訴
訟
法
や
民
事
訴
訟
法
上
、
例
え
ば
、
刑
事
事
件
に
お
い
て
、

検
察
官
と
し
て
職
務
を
行
っ
た
場
合
又
は
前
審
の
裁
判
に
関
与
し
た
場
合

は
、
そ
れ
ぞ
れ
除
斥
事
由
と
な
る
等
、
審
決
機
関
の
構
成
上
、
重
大
な
暇

庇
と
し
て
認
定
さ
れ
る
点
に
照
ら
し
て
み
る
と
き
、
当
然
に
認
め
ら
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
法
理
で
あ
る
。

2
)
片
面
的
情
報
伝
達
の
法
理

審
決
機
能
を
遂
行
す
る
者
が
、
当
該
事
件
又
は
こ
れ
と
合
理
的
関
連
の

あ
る
事
件
に
関
し
て
、
一
定
の
予
断
又
は
偏
見
を
持
つ
可
能
性
が
あ
る
地

位
に
あ
り
又
は
こ
の
よ
う
な
職
務
に
従
事
す
る
者
と
非
公
式
な
協
議
を
行

う
こ
と
を
禁
止
す
る
法
理
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
法
違
反
に
関
し
て
確
固
と

し
た
見
解
を
持
つ
等
本
質
的
に
被
審
人
に
敵
対
的
な
性
格
を
有
し
て
調

査
・
訴
追
に
臨
む
審
査
官
が
、
審
判
官
と
接
触
す
る
こ
と
を
放
置
す
る
場

合
、
被
審
人
に
不
公
正
な
結
果
と
し
て
作
用
す
る
素
地
が
大
き
い
か
ら
で

(
幻
)

あ
る
。
特
に
、
対
審
構
造
に
お
い
て
、
当
事
者
間
の
武
器
対
等
の
原
則
上
、

被
審
人
が
認
識
し
得
な
い
形
態
で
、
審
決
主
宰
者
で
あ
る
審
判
官
が
当
事

者
の
一
方
と
の
み
非
公
式
的
に
接
触
し
、
こ
の
者
か
ら
一
方
的
な
情
報
を

蒐
集
す
る
場
合
、
反
対
当
事
者
の
立
場
か
ら
み
る
な
ら
ば
、
自
己
に
不
利

な
事
実
認
定
が
な
さ
れ
る
蓋
然
性
が
高
く
な
り
、
裏
取
引
を
し
て
い
る
と

の
疑
心
を
誘
発
す
る
こ
と
と
な
る
。

し
た
が
っ
て
、
対
審
構
造
に
お
い
て
、
公
正
な
事
実
認
定
の
た
め
に
は
、

北法54(6・203)2215



料

被
審
人
に
防
御
権
の
行
使
の
機
会
が
十
分
に
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

審
決
過
程
で
具
体
的
に
、
い
か
な
る
証
拠
が
自
己
に
不
利
に
作
用
し
て
い

る
か
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
反
対
審
問
及
、
ぴ
反
証
に
よ
り
、
こ
の

不
利
な
-
証
拠
に
つ
い
て
争
い
得
る
機
会
が
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
じ

し
た
が
っ
て
、
調
査
・
訴
追
に
臨
む
審
査
官
が
審
判
官
と
非
公
式
に
接
触

す
る
こ
と
は
、
禁
止
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

資

3
)
偏
見
の
法
理

決
定
者
が
二
疋
の
偏
見
を
有
し
て
い
る
場
合
に
は
、
資
格
欠
紋
と
す
る

法
理
で
あ
る
。
特
定
の
事
件
の
審
査
に
関
与
し
て
い
る
か
否
か
を
問
わ
ず
、

当
事
者
と
の
一
定
の
身
分
関
係
、
事
件
の
結
果
と
直
接
関
係
が
あ
る
財
産

的
利
害
、
事
件
に
関
す
る
個
人
的
偏
見
又
は
予
断
を
示
す
言
動
が
あ
る
こ

と
等
当
該
事
件
の
判
断
を
す
る
に
あ
た
り
、
審
決
の
公
平
性
の
維
持
に
疑

問
が
提
起
さ
れ
得
る
客
観
的
事
由
が
あ
る
場
合
、
又
は
外
観
上
審
決
の
公

平
性
を
損
な
わ
せ
る
事
由
が
あ
る
場
合
に
は
、
審
決
に
関
与
し
得
な
い
よ

(
幻
)

う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
ほ
か
、
審
決
は
、
裁
判
と
異
な
り
、

審
判
官
は
、
裁
判
官
と
異
な
る
の
で
、
除
斥
・
忌
避
・
回
避
と
い
う
こ
と

と
は
、
一
見
何
ら
関
連
が
な
い
よ
う
に
み
え
る
が
、
実
質
的
に
第
一
審
た

る
公
正
取
引
委
員
会
の
審
決
が
公
正
な
審
判
官
に
よ
り
行
わ
れ
る
こ
と
は
.

適
正
手
続
の
基
本
的
要
請
で
あ
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
重
要
な
問
題
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
審
判
官
に
つ
い
て
も
、
偏
見
の
法
理
を
適
用
し
て
、

除
斥
・
忌
避
・
回
避
制
度
を
適
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

北法54(6・204)2216

V 

土
口
五
日

土
や
き
口

今
後
、
公
正
取
引
委
員
会
の
審
決
構
造
と
手
続
を
、
い
か
に
改
善
し
て

い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
の
問
題
は
、
基
本
的
に
審
決
の
性
格
を
い
か

に
理
解
す
る
か
と
密
接
な
関
係
を
有
し
て
い
る
。

審
決
を
単
純
に
行
政
処
分
の
た
め
の
事
前
手
続
と
し
て
理
解
す
る
な
ら

ば
、
審
決
構
造
と
手
続
は
、
迅
速
か
つ
統
一
的
な
競
争
政
策
の
達
成
に
適

合
す
る
よ
う
整
備
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
こ
の
場
合
、
公
正
取
引
委

員
会
が
調
査
(
捜
査
)
、
審
査
報
告
書
の
提
出
(
起
訴
)
、
審
決
(
裁
判
)

と
い
う
一
連
の
機
能
を
す
べ
て
遂
行
す
る
と
す
る
現
行
手
続
規
則
上
の
糾

問
主
義
構
造
を
、
そ
の
ま
ま
維
持
す
る
こ
と
が
当
然
と
な
る
。
そ
し
て
、

審
査
官
と
被
審
人
が
対
等
の
立
場
で
対
峠
す
る
こ
と
を
念
頭
に
お
く
対
審

構
造
に
つ
い
て
は
、
そ
の
構
造
自
体
に
大
き
な
意
味
を
お
く
よ
り
は
、
被

審
人
に
対
し
て
行
政
処
分
を
す
る
前
に
、
法
的
聴
聞
の
原
則
を
強
化
し
て
、

自
己
に
有
利
な
証
拠
の
提
出
、
意
見
陳
述
の
機
会
を
与
え
る
た
め
の
も
の

に
過
ぎ
な
い
と
み
る
こ
と
と
な
る
。

こ
れ
に
対
し
、
現
行
の
公
正
取
引
委
員
会
制
度
が
米
国
の
行
政
委
員
会
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制
度
の
運
営
方
式
を
念
頭
に
お
い
て
導
入
さ
れ
た
本
来
の
趣
旨
を
勘
案
す

る
な
ら
ば
、
公
正
取
引
委
員
会
の
意
思
決
定
、
す
な
わ
ち
審
決
構
造
と
手

続
は
、
準
司
法
的
に
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
更
に
、
競
争
政
策
の

統
一
的
遂
行
の
た
め
に
、
捜
査
・
訴
追
機
能
と
審
決
機
能
が
す
べ
て
公
正

取
引
委
員
会
に
統
合
さ
れ
る
こ
と
が
不
可
避
で
あ
る
と
し
て
も
、
公
正
取

引
委
員
会
の
審
決
が
現
行
の
裁
判
制
度
上
事
実
上
第
一
審
と
し
て
の
役
割

が
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
照
ら
し
て
み
る
と
き
、
少
な
く
と
も
、
裁
判

制
度
の
普
遍
的
理
念
で
あ
る
衡
平
な
い
し
法
的
安
定
性
の
保
障
に
適
合
す

る
よ
う
運
営
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

思
う
に
、
公
正
取
引
委
員
会
の
審
決
は
、
そ
れ
が
行
政
に
よ
る
審
判
で

あ
り
、
準
可
法
手
続
と
は
言
う
も
の
の
、
そ
の
内
容
上
、
一
般
の
行
政
審

判
に
お
い
て
多
く
扱
う
利
害
関
係
人
の
権
利
・
義
務
に
関
す
る
利
害
関
係

の
調
整
よ
り
は
、
市
場
に
お
け
る
競
争
秩
序
の
確
立
と
い
う
経
済
法
的
性

格
な
い
し
は
公
益
的
性
格
が
強
い
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
当
事
者

の
利
害
関
係
を
調
整
す
る
性
格
を
持
つ
他
の
行
政
審
判
と
は
、
区
別
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
更
に
、
審
決
の
目
的
は
、
競
争
政
策
と
の
連
携
の

下
に
、
競
争
秩
序
違
反
と
い
う
公
益
侵
害
の
状
態
を
迅
速
に
排
除
す
る
こ

と
に
あ
る
と
み
ら
れ
る
の
で
、
公
正
取
引
委
員
会
の
審
決
手
続
の
司
法
化

に
は
、
自
ず
か
ら
限
界
が
あ
る
と
す
る
ほ
か
は
な
い
。
こ
の
点
を
勘
案
す

る
な
ら
ば
、
公
正
取
引
委
員
会
の
審
決
構
造
や
手
続
は
、
通
常
の
司
法
構

造
又
は
手
続
に
そ
の
ま
ま
従
う
よ
り
は
、
そ
れ
な
り
の
特
殊
性
が
認
め
ら

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
例
え
ば
、
対
審
構
造
を
前
提
に
、

被
審
人
の
防
御
権
の
行
使
及
び
証
拠
調
査
等
に
お
い
て
、
一
部
刑
事
訴
訟

法
又
は
民
事
訴
訟
法
を
準
用
す
る
方
案
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
公

正
取
引
委
員
会
の
審
決
手
続
を
司
法
手
続
に
あ
ま
り
に
も
近
づ
け
る
場
合
、

独
占
規
制
法
が
本
来
経
済
法
と
し
て
有
す
る
基
本
的
性
格
が
希
薄
と
な
る

お
そ
れ
が
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
是
正
措
置
や
課
徴
金
の
賦
課
が
行
政
処
分

の
特
色
と
し
て
の
弾
力
性
を
失
う
こ
と
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
。

結
局
、
公
正
取
引
委
員
会
の
審
決
手
続
に
は
、
行
政
手
続
と
し
て
の
基

本
的
性
格
を
維
持
し
つ
つ
、
司
法
手
続
と
し
て
審
決
の
公
正
性
と
客
観
性

を
保
障
す
る
こ
と
の
で
き
る
改
善
方
案
を
作
成
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

そ
の
た
め
に
は
、
公
正
取
引
委
員
会
内
部
に
お
い
て
、
対
審
構
造
が
実
質

的
に
機
能
し
得
る
よ
う
審
判
官
制
度
を
導
入
し
、
厳
格
な
職
能
分
離
と
裁

判
官
に
準
じ
た
身
分
保
障
方
案
を
研
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
と

と
も
に
、
審
決
の
公
正
性
を
担
保
す
る
こ
と
の
で
き
る
基
本
法
理
が
確
立

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
よ
り
具
体
的
に
は
、
審
判
官
と
当
該
事
件
の

審
査
に
関
与
し
た
者
と
の
審
判
廷
外
で
の
情
報
伝
達
を
禁
止
し
、
二
疋
の

予
断
又
は
偏
見
を
持
つ
可
能
性
が
あ
る
地
位
又
は
職
務
に
就
任
し
た
者
と

審
判
官
と
の
非
公
式
協
議
を
禁
止
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
こ
の
ほ
か
、

公
正
取
引
委
員
会
が
準
司
法
機
関
と
し
て
の
位
相
を
維
持
し
、
名
実
と
も
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ト小宇

に
事
実
上
の
第
一
審
と
し
て
の
役
割
を
遂
行
す
る
た
め
に
は
、
審
決
の
専

門
性
を
高
め
る
こ
と
が
必
須
で
あ
る
。
こ
れ
と
関
連
し
て
、
法
曹
人
又
は

経
済
分
析
能
力
を
有
す
る
専
門
家
を
多
く
迎
え
入
れ
、
審
判
官
を
補
佐
し

て
審
決
活
動
を
支
援
す
る
よ
う
に
す
る
方
案
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

資

注

(
1
)
参
考
と
し
て
、
二
O
O
一
年
、
公
正
取
引
委
員
会
が
国
会
政
務

委
員
会
に
提
出
し
た
資
料
に
よ
れ
ば
、
一
九
九
八
年
か
ら
二

0
0

一
年
七
月
末
ま
で
、
公
正
取
引
委
員
会
が
行
っ
た
是
正
命
令
、
課

徴
金
賦
課
等
各
種
是
正
措
置
の
件
数
は
、
二
、
一
八
六
件
で
あ
り
、

こ
の
う
ち
二
三
二
件
(
一

0
・
六
%
)
に
つ
い
て
、
被
審
人
が
不

服
が
あ
る
と
し
訴
訟
を
提
起
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
被
審
人
が
公

正
取
引
委
員
会
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
と
し
訴
訟
を
提
起
し
た
比

率
は
、
一
九
九
八
年
に
は
五
・
八
%
に
過
ぎ
な
か
っ
た
が
、
一
九

九
九
年
に
は
一

0
・
八
%
に
増
加
し
た
後
、
二
O
O
O
年
に
は
一

九
・
O
%
ま
で
垂
直
的
に
上
昇
し
、
二
O
O
一
年
七
月
末
現
在
、

二
一
・
二
%
を
記
録
し
て
い
る
。
公
正
取
引
委
員
会
の
処
分
の
う

ち
、
特
に
課
徴
金
の
場
合
に
訴
訟
が
多
く
、
一
九
九
八
年
以
降
、

課
徴
金
賦
課
処
分
件
数
人
九
二
件
の
う
ち
一
ム
ハ
・
一
%
で
あ
る
一

四
四
件
に
つ
い
て
、
訴
訟
が
提
起
さ
れ
た
。
こ
の
比
率
は
、
一
九

九
八
年
の
八
・
八
%
か
ら
毎
年
急
上
昇
し
、
二
O
O
一
年
七
月
末

現
在
、
二
九
・
三
%
に
達
し
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
、
公
正
取
引
委

員
会
は
、
一
九
九
八
年
以
降
提
起
さ
れ
た
二
三
二
件
の
訴
訟
の
う

ち
、
七
四
件
に
お
い
て
勝
訴
し
、
一
三
件
は
一
部
勝
訴
、
一
四
件

は
敗
訴
と
な
り
、
二
O
O
一
年
七
月
末
現
在
、
大
法
院
に
係
属
し

て
い
る
四
O
件
を
含
め
て
、
一
三
一
件
が
訴
訟
中
で
あ
る
。

(
2
)
勿
論
、
独
占
規
制
法
に
は
、
私
人
の
申
告
制
度
が
あ
る
が
、
こ

の
制
度
は
、
職
権
行
使
の
発
動
を
促
す
機
能
を
有
す
る
に
過
ぎ
な

い
も
の
で
あ
り
、
私
人
の
審
決
請
求
権
を
付
与
し
た
も
の
で
は
な

い
。
す
な
わ
ち
、
何
人
も
独
占
規
制
法
違
反
の
疑
い
が
あ
る
と
認

め
る
と
き
は
、
そ
の
事
実
を
公
正
取
引
委
員
会
に
申
告
す
る
こ
と

が
で
き
、
公
正
取
引
委
員
会
自
ら
も
職
権
に
よ
り
必
要
な
調
査
を

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
申
告
の
法
的
性
格
は
、

公
正
取
引
委
員
会
を
し
て
職
権
介
入
を
促
す
端
緒
で
あ
る
に
過
ぎ

ず
、
職
権
介
入
を
請
求
す
る
こ
と
の
で
き
る
具
体
的
権
利
で
は
な

い
(
大
法
院
一
九
八
九
・
五
・
九
判
決
判
決
八
八
ヌ
四
五
一
五
)
。

(
3
)
米
国
行
政
法
に
お
け
る
行
政
委
員
会
の
行
政
審
判
で
は
、
事
実

問
題
に
関
す
る
専
門
的
判
断
は
、
事
実
認
定
に
属
す
る
も
の
で
あ

り
、
法
律
問
題
に
つ
い
て
の
判
断
は
、
法
の
解
釈
・
適
用
に
係
わ

る
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
米
国
行
政
法
上
、
行
政
行
為
の
司

法
審
査

(
-
E
F
n
E
B
i
g
)
の
対
象
は
、
行
政
委
員
会
の
審
判
対

象
と
さ
れ
た
事
実
問
題
と
法
律
問
題
の
す
べ
て
を
含
み
、
事
実
問

題
に
関
す
る
限
り
、
行
政
委
員
会
の
専
門
的
判
断
を
尊
重
し
、
行

政
審
判
に
お
い
て
認
定
し
た
事
実
に
つ
い
て
、
実
質
的
証
拠

(
出

5
E呂田
-
2
E
g
n目
)
が
あ
れ
ば
、
反
証
が
提
起
さ
れ
な
い
限
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り
、
司
法
審
査
に
お
い
て
、
控
訴
審
裁
判
所
を
拘
束
す
る
の
が
一

般
的
で
あ
る
(
実
質
的
証
拠
の
原
則
、
連
邦
取
引
委
員
会
法
第
五

五
条

(
C
)
)
。

(
4
)
審
査
官
は
、
違
法
事
実
に
つ
い
て
の
調
査
と
事
前
審
査
を
行
う

者
で
あ
っ
て
、
公
正
取
引
委
員
会
の
職
制
規
定
に
よ
り
、
当
該
事

件
が
属
す
る
業
務
を
管
掌
す
る
局
長
又
は
地
方
事
務
所
長
が
な
る

(
手
続
規
則
第
一

O
条
)

0

(
5
)
現
在
、
公
正
取
引
委
員
会
の
会
議
は
、
全
員
の
委
員
に
よ
り
構

成
さ
れ
る
全
員
会
議
と
、
常
任
委
員
一
名
を
含
む
委
員
三
名
に
よ

り
構
成
さ
れ
る
小
会
議
に
区
分
さ
れ
る
(
法
第
三
七
条
の
二
)
。

全
員
会
議
は
、
委
員
長
が
主
宰
し
、
在
籍
委
員
(
九
名
)
の
過
半

数
の
賛
成
に
よ
り
議
決
し
、
公
正
取
引
関
連
法
令
、
規
則
、
告
示
、

指
針
等
の
制
定
・
改
正
、
解
釈
・
適
用
、
異
議
申
立
事
件
、
経
済

的
波
及
効
果
が
重
大
な
事
項
等
に
つ
い
て
審
議
し
議
決
す
る
。
小

会
議
は
、
常
任
委
昌
二
名
を
含
む
委
員
三
名
に
よ
り
構
成
さ
れ
、

常
任
委
員
が
主
宰
し
て
、
一
般
事
件
及
び
そ
の
他
全
員
会
議
に
お

い
て
委
任
さ
れ
た
事
項
に
つ
い
て
審
議
し
議
決
し
、
構
成
委
員
全

員
の
出
席
及
、
び
賛
成
に
よ
り
議
決
す
る
(
法
第
三
七
条
竺
三
。

(6)
韓
国
で
は
、
二

0
0
0
年
九
月
、
金
融
監
督
委
員
会
非
常
任
委

員
の
社
外
取
締
役
兼
職
問
題
に
続
き
、
公
正
取
引
委
員
会
の
一
部

の
非
常
任
委
員
及
び
約
款
審
査
諮
問
委
員
の
社
外
取
締
役
の
遂
行

と
関
連
し
て
、
論
議
が
提
起
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
公
正
取
引

委
員
会
側
は
、
彼
ら
が
企
業
の
社
外
取
締
役
の
職
を
引
き
受
け
る

こ
と
に
つ
き
、
法
的
に
い
か
な
る
問
題
も
な
く
、
彼
ら
が
直
接
又

は
間
接
に
関
与
す
る
企
業
に
つ
い
て
は
、
根
元
的
に
審
査
等
を
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い

る
。
そ
う
で
あ
る
に
か
か
わ
ら
ず
、
審
決
の
公
正
性
に
対
す
る
疑

問
の
余
地
は
、
な
お
残
っ
て
い
る
。

(7)
例
え
ば
、
初
め
て
委
員
に
任
命
さ
れ
、
後
に
再
任
可
能
性
を
意

識
し
て
、
任
命
権
者
の
意
図
に
反
し
な
い
よ
う
に
機
転
を
き
か
す

こ
と
も
で
き
、
再
任
さ
れ
た
後
に
は
、
退
任
後
の
去
就
問
題
等
を

念
頭
に
お
か
ず
に
す
む
よ
う
に
す
る
こ
と
等
が
考
え
ら
れ
、
委
員

の
こ
の
よ
う
な
地
位
の
不
安
定
に
よ
り
、
審
決
の
独
立
性
に
影
響

を
与
え
る
可
能
性
が
あ
る
。

(
8
)
米
国
連
邦
取
引
委
員
会

(
F
T
C
)
は
、
委
員
長
を
含
む
五
名

の
委
員
並
び
に
事
務
総
長
、
四
名
の
局
長
級
及
び
一

O
の
地
方
事

務
所
に
よ
り
構
成
さ
れ
て
い
る
。
委
員
は
、
上
院
の
承
認
を
受
け
、

大
統
領
が
任
命
す
る
。
任
期
は
、
七
年
で
あ
り
、
公
務
に
関
す
る

不
法
行
為
以
外
に
は
、
そ
の
意
思
に
反
し
て
罷
免
さ
れ
ず
、
職
権

行
使
の
独
立
性
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

(
9
)
ス
ペ
イ
ン
の
場
合
、
競
争
保
護
法
の
執
行
機
関
は
、
競
争
保
護

局
(
切
開

2
2
0
込
町

o
n
P
E
g
-同

2
5言問
2
3
)
で
あ
る
。
競
争
保

護
局
は
、
職
権
又
は
申
告
に
よ
り
審
査
を
開
始
し
、
事
実
関
係
の

審
査
の
後
、
二
応
違
法
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
審
査
報
告
書

を
作
成
し
て
、
予
備
的
法
律
意
見
と
と
も
に
、
関
係
書
類
を
競
争

保
護
裁
判
所
に
移
送
す
る
。
競
争
保
護
裁
判
所
は
、
競
争
保
護
局
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料

が
作
成
し
た
審
査
報
告
書
を
検
討
し
、
提
出
さ
れ
た
証
拠
の
証
拠

能
力
の
認
定
如
何
に
つ
い
て
判
断
し
、
自
ら
行
っ
た
審
査
の
結
果

を
考
慮
し
て
、
違
反
事
件
に
関
し
て
決
定
す
る
。
競
争
保
護
裁
判

所
の
決
定
に
不
服
が
あ
る
場
合
は
、
行
政
裁
判
所
に
異
議
を
提
起

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(
叩
)
豪
州
の
場
合
、
取
引
慣
行
法

3
3母
甲

5
5∞
〉
己
)
の
執
行

に
責
任
を
負
う
独
立
し
た
競
争
当
局
と
し
て
、
競
争
・
消
費
者
委

員
会
(
〉

E
邑
-
s
n
o
g官

z
g
z
g
b
p口出
Z
E
R
n
c
E
S
E
-
O
R

〉
内
内
内
)
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。
競
争
・
消
費
者
委
員
会
は
、
①

取
引
慣
行
法
違
反
行
為
及
び
合
併
の
申
告
に
関
す
る
審
査
、
①
連

邦
裁
判
所
に
対
す
る
民
事
提
訴
、
違
反
事
業
者
か
ら
の
違
反
行
為

に
つ
い
て
の
中
止
の
確
約
に
関
す
る
決
定
及
び
合
併
の
審
査
、
③

公
共
の
利
益
の
た
め
の
制
限
的
取
引
慣
行
の
認
可
及
び
申
告
に
関

す
る
事
項
等
を
担
当
す
る
。
競
争
審
判
所
有
0
2宮

E
S
H，
E
Z
'

E)
は
、
認
可
又
は
申
請
と
関
係
す
る
競
争
・
消
費
者
委
員
会
の

決
定
に
対
す
る
異
議
申
立
を
受
け
審
理
す
る
機
関
で
あ
る
。
競
争

審
判
所
の
決
定
に
不
服
の
あ
る
者
は
、
連
邦
裁
判
所
に
提
訴
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

(
日
)
カ
ナ
ダ
の
場
合
、
競
争
法
と
、
こ
れ
を
補
完
す
る
法
律
と
し
て

競
争
審
判
所
法
が
あ
る
。
競
争
法
を
管
轄
し
執
行
す
る
行
政
機
関

は
、
産
業
部
傘
下
の
競
争
局
面
ロ
お
さ
え
の
。
B
宮
2
5
=
)
で
あ
っ

て
、
法
違
反
行
為
に
つ
い
て
審
査
し
た
後
、
①
刑
事
事
件
に
関
す

る
事
項
は
、
法
務
部
長
官
に
送
付
し
、
②
そ
の
他
の
競
争
法
違
反

資

事
件
及
び
合
併
事
案
に
関
す
る
事
項
は
、
競
争
審
判
所
に
送
付
す

る
。
競
争
審
判
所

(CB宮
5
2
4『
5
5
5
は
、
送
付
を
受
け

た
事
案
に
つ
い
て
の
審
判
を
経
て
、
違
反
行
為
者
に
同
意
命
令
、

禁
止
命
令
、
改
善
命
令
等
を
下
し
、
競
争
局
長
の
申
請
に
よ
り
、

緊
急
中
止
命
令

(
5
8
コ
B
O
E
R
)
を
発
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
競

争
審
判
所
は
、
四
名
以
下
の
連
邦
裁
判
所
判
事
及
び
八
名
以
下
の

専
門
家
に
よ
り
構
成
さ
れ
、
裁
判
長
は
、
判
事
の
中
か
ら
任
命
さ

れ
る
。
任
期
は
、
七
年
で
あ
る
。
法
律
問
題
は
、
判
事
ら
の
み
で

決
定
し
、
事
実
問
題
又
は
事
実
問
題
と
法
律
問
題
が
混
在
す
る
事

項
は
、
全
員
の
合
意
に
よ
り
決
定
す
る
。
ま
た
、
意
見
が
分
か
れ

る
場
合
に
は
、
多
数
決
に
よ
り
決
定
す
る
。
競
争
審
判
所
の
決
定

に
対
し
、
法
律
問
題
に
関
す
る
限
り
、
連
邦
控
訴
裁
判
所
に
異
議

申
立
を
通
じ
て
常
に
争
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
事
実
関
係
に
関
す

る
異
議
申
立
は
、
連
邦
控
訴
裁
判
所
の
許
可
を
要
す
る
。

(
辺
)
英
国
の
場
合
、
一
九
九
八
年
に
大
幅
に
改
正
さ
れ
た
競
争
法
に

よ
れ
ば
、
競
争
法
執
行
機
関
は
、
公
正
取
引
庁

(
O
B
E
C『

EF『

H
4
3
e
E加
岨
。
耳
)
で
あ
っ
て
、
事
業
者
の
反
競
争
的
行
為
を
調
査

し
、
合
併
及
び
独
寡
占
状
態
を
監
視
し
、
法
違
反
の
有
無
に
つ
い

て
競
争
委
員
会
の
審
判
に
回
付
す
る
。
改
正
法
の
施
行
に
よ
り
新

設
さ
れ
た
競
争
委
員
会
は
、
従
前
の
制
限
的
取
引
慣
行
裁
判
所
と

独
占
・
合
併
委
員
会
の
機
能
を
遂
行
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、

特
別
裁
判
所
制
度
を
放
棄
し
、
委
員
会
制
度
を
導
入
す
る
よ
う
に

し
た
こ
と
は
、
競
争
委
員
会
の
手
続
が
司
法
手
続
に
比
し
て
、
比
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較
的
非
公
式
的
で
あ
り
、
公
正
取
引
庁
長
の
決
定
に
対
す
る
異
議

が
提
起
さ
れ
た
と
き
、
当
事
者
の
負
担
を
最
小
化
す
る
た
め
に
効

占
学
的
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

(
日
)
ベ
ル
ギ
ー
の
場
合
、
経
済
部
内
に
競
争
法
・
競
争
政
策
の
立
案
、

違
反
事
件
の
審
査
及
び
決
定
の
遵
守
に
つ
い
て
の
監
視
等
を
管
掌

す
る
行
政
機
関
と
し
て
競
争
局
が
あ
り
、
こ
れ
と
、
違
反
事
件
に

関
し
て
決
定
し
得
る
権
限
を
有
す
る
行
政
審
判
所
(
包

E
亘
書
邑
'

5
S
E
E
S
-
)
と
し
て
の
競
争
評
議
会

(
Q
Z
R己
診
『

C
B宮
E
oロ)

と
は
分
離
さ
れ
て
い
る
。
競
争
局
は
、
職
権
又
は
経
済
部
長
官
、

競
争
評
議
会
若
し
く
は
違
反
行
為
と
直
接
的
利
害
関
係
の
あ
る
者

若
し
く
は
機
関
等
の
請
求
に
よ
り
審
査
を
行
い
、
審
査
結
果
を
競

争
評
議
会
に
報
告
す
る
。
競
争
評
議
会
は
、
競
争
局
か
ら
報
告
を

受
け
た
後
、
審
判
を
行
い
決
定
を
下
す
。
競
争
評
議
会
は
、
議
長

及
、
び
副
議
長
を
含
む
一
二
名
の
評
議
員
に
よ
り
構
成
さ
れ
、
任
期

は
六
年
で
、
再
任
が
可
能
で
あ
る
。
競
争
評
議
会
は
、
こ
の
ほ
か

に
も
、
経
済
部
長
官
に
対
し
て
提
言
又
は
助
言
を
行
う
権
限
を
有

し
て
い
る
。
例
え
ば
、
カ
ル
テ
ル
禁
止
規
定
の
適
用
除
外
告
示
と

関
連
し
て
、
競
争
評
議
会
は
、
経
済
部
競
争
局
か
ら
の
報
告
又
は

競
争
委
員
会
の
助
言
を
得
て
、
経
済
部
長
官
に
提
案
し
、
こ
れ
を

受
け
、
経
済
部
長
官
が
告
示
す
る
こ
と
と
な
る
。
こ
れ
と
は
別
に
、

経
済
部
内
に
は
、
競
争
委
員
会
(
内
。

B
E
E
s
r『
門

U
C
呂
田
浦

EOD)

が
設
置
さ
れ
、
カ
ル
テ
ル
の
適
用
除
外
に
つ
い
て
の
競
争
評
議
会

に
対
す
る
助
言
及
び
競
争
政
策
、
法
改
正
等
に
関
す
る
経
済
部
長

宮
の
諮
問
要
請
に
対
す
る
回
答
を
行
う
。

(
比
)
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
場
合
、
競
争
制
限
行
為
に
対
す
る
審
査
機
関

と
し
て
自
由
競
争
庁

3
2
8
え

司
8
n
o
B官
E
C口
)
を
設
置
し

て
い
る
。
自
由
競
争
庁
は
、
競
争
制
限
行
為
に
つ
い
て
調
査
し
、

法
違
反
事
実
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
事
件
を
競
争
問
題

に
関
す
る
司
法
機
関
で
あ
る
競
争
評
議
会
に
訴
追
し
、
競
争
評
議

会
は
、
競
争
法
違
反
の
存
否
に
関
し
て
審
決
を
行
う
。
す
な
わ
ち
、

競
争
評
議
会
は
、
関
係
事
業
者
に
対
し
て
、
競
争
法
に
よ
り
禁
止

さ
れ
て
い
る
行
為
を
中
止
す
る
よ
う
命
令
し
、
違
反
事
業
者
に
対

し
て
制
裁
金
を
課
し
、
暫
定
的
に
中
止
し
又
は
義
務
を
執
行
す
る

た
め
の
制
裁
金
を
賦
課
す
る
。
こ
の
ほ
か
、
自
由
競
争
庁
が
下
す

適
用
免
除
の
決
定
に
不
服
が
あ
る
者
、
例
え
ば
、
競
争
制
限
の
影

響
を
直
接
受
け
る
事
業
者
又
は
消
費
者
団
体
は
、
競
争
評
議
会
に

異
議
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
、
競
争
評
議
会
は
、
当
該
適
用
免

除
の
決
定
を
許
可
し
又
は
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。
競
争
評
議

会
は
、
議
長
、
副
議
長
及
び
そ
の
他
の
非
常
勤
委
員
七
名
に
よ
り

構
成
さ
れ
る
。

(
日
)
こ
こ
で
は
、
行
政
審
判
官
の
第
一
次
決
定
に
つ
い
て
は
、
被
審

人
が
異
議
を
提
起
し
、
又
は
自
主
的
に
再
審
査
決
定
を
し
た
場
合
、

最
終
決
定

(
E
E
一
0
0
2
5
5
を
下
す
こ
と
が
で
き
る
。
連
邦
取

引
委
員
会
の
正
委
員
会
は
、
行
政
記
録
を
検
討
し
た
後
、
第
一
次

決
定
に
お
い
て
認
定
し
た
事
実
、
法
的
結
論
及
び
排
除
措
置
命
令

等
を
採
択
し
又
は
修
正
し
若
し
く
は
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。
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被
審
人
が
連
邦
取
引
委
員
会
の
審
決
に
不
服
が
あ
る
場
合
に
は
、

連
邦
控
訴
裁
判
所
に
取
消
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(
日
)
韓
国
独
占
規
制
法
第
五
六
条
の
こ
で
は
、
但
し
、
損
害
賠
償
請

求
の
訴
が
提
起
さ
れ
た
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
必
要
が
あ
る
場
合
、

公
正
取
引
委
員
会
に
対
し
て
、
当
該
事
件
の
記
録
の
送
付
を
求
め

る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

(
打
)
行
政
委
員
会
と
し
て
連
邦
取
引
委
員
会
を
お
い
て
い
る
米
国
で

は
、
審
判
官
と
な
る
行
政
審
判
官
に
、
通
常
の
行
政
庁
の
職
員
と

は
異
な
る
身
分
保
障
を
認
め
て
お
り
、
連
邦
取
引
委
員
会
と
の
関

係
で
は
、
審
判
官
の
職
権
行
使
の
独
立
性
が
保
障
さ
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
行
政
審
判
官
は
、
公
式
的
に
は
、
自
身
が
勤
務
す
る

行
政
機
関
で
あ
る
連
邦
取
引
委
員
会
に
属
し
て
は
い
る
が
、
間
接

的
干
渉
を
防
止
す
る
た
め
、
人
事
管
理
局

3
2
8
0『
匂

2
8
5
m
一

玄

g
a
2
5
E
)
の
行
政
条
例
に
お
い
て
、
行
政
審
判
官
の
任
命
、

義
務
、
権
限
、
昇
進
、
報
酬
、
懲
戒
に
つ
い
て
の
規
定
が
お
か
れ

て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
連
邦
取
引
委
員
会
委
員
長
は
、
行
政
審

判
官
を
人
事
管
理
局
の
同
意
を
得
て
任
命
し
、
い
っ
た
ん
任
命
さ

れ
た
審
判
官
は
、
連
邦
取
引
委
員
会
委
員
長
、
委
員
及
び
他
の
連

邦
取
引
委
員
会
職
員
か
ら
独
立
し
て
勤
務
す
る
。
万
一
、
委
員
会

が
特
定
の
行
政
審
判
官
の
勤
務
態
度
又
は
任
務
遂
行
に
異
議
が
あ

る
場
合
は
、
「
正
当
な
事
由
(
加
。
。
ι
g
E
8
)
」
が
あ
る
と
き
の
み
、

人
事
管
理
局
に
懲
戒
の
申
立
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
懲
戒
の
申

立
が
あ
っ
た
と
き
は
、
人
事
管
理
局
傘
下
の
玄
白
星
回
。
釦
丘
が
両
者

'tt 

の
主
張
を
検
討
し
た
後
、
懲
戒
の
申
立
に
対
し
て
決
定
を
行
う
。

こ
の
よ
う
に
、
行
政
審
判
官
の
任
務
遂
行
上
、
最
も
重
要
で
あ
る

独
立
性
が
制
度
的
に
保
障
さ
れ
て
お
り
、
連
邦
取
引
委
員
会
所
属

の
行
政
審
判
官
が
委
員
長
の
法
執
行
哲
学
を
無
視
し
た
判
決
を

行
っ
た
と
し
て
懲
戒
を
受
け
る
こ
と
は
な
い
。
ま
た
、
委
員
長
の

間
接
的
干
渉
を
防
止
す
る
た
め
、
俸
給
、
人
事
権
等
は
、
連
邦
取

引
委
員
会
委
員
長
で
は
な
く
、
人
事
管
理
局
に
あ
る
。

(
凶
)
行
政
庁
制
度
を
維
持
す
る
ド
イ
ツ
の
場
合
、
連
邦
カ
ル
テ
ル
庁

長
は
、
審
決
部
に
対
し
て
、
い
か
な
る
個
別
的
指
示
権
を
も
有
し

て
い
な
い
。
連
邦
カ
ル
テ
ル
庁
の
審
決
部
は
、
原
則
と
し
て
裁
判

所
と
類
似
し
て
、
事
実
上
独
立
性
を
有
し
て
決
定
を
下
す
。
連
邦

カ
ル
テ
ル
庁
は
、
大
部
分
の
他
の
行
政
庁
と
は
異
な
り
、
位
階
的

組
織
と
な
っ
て
お
ら
ず
、
特
定
の
専
門
分
野
別
に
事
実
判
断
の
権

限
を
有
し
、
処
分
を
命
ず
る
一
一
の
審
決
部
に
よ
り
構
成
さ
れ
て

い
る
。
し
た
が
っ
て
、
連
邦
カ
ル
テ
ル
庁
長
の
権
限
は
、
か
な
り

縮
小
さ
れ
て
お
り
、
主
に
行
政
的
業
務
に
局
限
さ
れ
て
い
る
。
審

決
部
は
、
裁
判
所
と
類
似
し
て
、
事
実
上
独
立
性
を
有
し
て
決
定

を
下
す
。

(
凶
)
参
考
ま
で
に
、
米
国
の
行
政
委
員
会
手
続
で
は
、
審
判
者
に
関

し
て
、
偏
見
守
宮
)
と
予
断

S
A
E
m
g
g
c
を
持
つ
者
は
、

審
決
に
関
与
す
る
資
格
を
喪
失
す
る
も
の
と
み
て
お
り
、
そ
の
具

体
的
事
由
と
し
て
①
当
事
者
と
の
身
分
的
・
金
銭
的
関
係
、
②
記

録
外
の
証
拠
を
事
前
に
知
る
機
会
、
③
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
連
携
し
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た
公
共
的
問
題
に
関
す
る
特
定
の
見
解
に
つ
い
て
の
主
張
等
が
問

題
と
さ
れ
て
い
る
。

(
却
)
米
国
連
邦
行
政
手
続
法
は
、
行
政
審
判
官
(
〉
巳
)
の
独
立
性

の
確
保
と
関
連
し
て
法
理
に
基
礎
を
お
き
、
調
査
又
は
訴
追
の
職

務
に
従
事
す
る
職
員
が
行
政
審
判
官
の
決
定
に
関
与
し
又
は
助
言

し
、
行
政
審
判
官
が
こ
れ
ら
の
者
に
対
し
て
責
任
を
負
い
又
は
そ

の
地
位
若
し
く
は
監
督
に
従
う
こ
と
は
、
禁
止
さ
れ
て
い
る
(
第

五
五
四
条
d
項
、
第
五
五
四
条
d
項
二
)
。

(
幻
)
米
国
連
邦
行
政
手
続
法
は
、
こ
の
法
理
に
基
礎
を
お
き
、
行
政

審
判
官
が
、
す
べ
て
の
当
事
者
の
参
加
の
た
め
の
告
知
及
び
機
会

を
付
与
す
る
こ
と
な
く
、
事
実
に
関
し
て
、
い
か
な
る
人
物
又
は

当
事
者
の
意
見
を
も
聴
取
し
た
り
、
外
部
の
者
に
一
方
的
に
情
報

を
伝
達
し
た
り
す
る
こ
と
を
禁
止
し
て
い
る
(
第
五
五
四
条
d

項)。

(
勾
)
こ
れ
と
関
連
し
て
、
米
国
連
邦
行
政
手
続
法
で
は
、
行
政
審
判

官
が
、
当
事
者
の
一
方
に
自
己
の
側
に
し
よ
う
と
す
る
心
理
的
傾

向
又
は
先
入
観
を
持
っ
た
り
、
こ
の
よ
う
な
心
理
的
状
態
が
生
じ

る
こ
と
と
な
る
被
審
判
事
実
に
つ
い
て
予
断
を
持
つ
よ
う
な
場
合
、

当
該
行
政
審
判
官
は
、
資
格
を
欠
飲
す
る
こ
と
と
な
る
と
し
て
い

る
(
第
五
五
六
条
b
項
)

0
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